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平成 29 年６月 16 日付け厚生労働省発生食 0616 第２号をもって諮問された、食品衛生

法（昭和 22 年法律第 233 号）第 11 条第１項の規定に基づく食品、添加物等の規格基準

（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）第１ 食品の部Ａ食品一般の成分規格の５（２）、６

（２）及び７（２）表中「西洋なし，日本なし，マルメロ及びりんご」に掲げる部位を

変更することについて、当部会で審議を行った結果を別添のとおり取りまとめたので、

これを報告する。



西洋なし、日本なし、マルメロ及びりんごの

分析部位の変更について

１．現状

りんごなどの仁果類の分析部位は、我が国においては、食品、添加物等の規格基準第 1

食品 Aの部食品一般の成分規格の 5（2）、6（2）及び 7（2）検体の表中「西洋なし、日本

なし、マルメロ及びりんご」において、『花おち、しん及び果梗（かこう）の基部を除去

したもの』とされており、国際標準や諸外国の『果梗を除去したもの』と一致していない。

そのため、国際的な整合を推進する観点から、当該食品の分析部位を国際標準に合わせ

て変更することを検討した。

国際標準の検査部位 現行の検査部位

２．検討結果

6種の農薬（ボスカリド、フルベンジアミド、フルフェノクスロン、イミダクロプリド、

ピラクロストロビン及びシメコナゾール）について、りんご及びなしの「果実全体（果梗

のみ除去、(A)）」、「花おち、しん及び果梗の基部を除去したもの（可食部、(B)）」及び「花

おち、しん及び果梗の基部（非可食部、(C)）」で分析部位の違いによる残留濃度の差異を

検討したところ、非可食部(C)には可食部（B）より比較的高濃度で農薬が残留する傾向が

みられたが、(A)、(B)及び(B)＋(C)の 3 つの残留濃度間には統計的な有意差は認められな

かった（Kruskal-Wallis 検定、有意水準 5%）と報告されている（矢島ら、2014）1。

現行規定の分析部位を国際標準の分析部位に変更した場合でも両者の残留濃度の間に

は大きな差異はないと考えられる。

1 国産仁果類における分析部位の取り扱いが農薬残留濃度に与える影響 日本農薬学会誌 39(1)，1－9(2014)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpestics/39/1/39_W13-31/_pdf



表 りんご、日本なし及び西洋なしの可食部、非可食部における各農薬の残留濃度

試行数は 6で実施（6圃場で 30 個体から得た 3組の縮分試料は、1組を果実全体(A)分析用とし、非可

食部(C)の試料量が少ないため、残り 2 組を合わせて部位別分析用とした）

３．今後の取扱い

食品、添加物等の規格基準第 1 食品 A の部食品一般の成分規格の 5（2）、6（2）及び 7

（2）の表中「西洋なし、日本なし、マルメロ及びりんご」の検体を、現行の「花おち、

しん及び果梗の基部を除去したもの」から「果梗を除去したもの」に変更する。

なお、現在設定されている残留基準値の変更は行わない。

本変更は、国際的な整合性からも妥当であり、試料調製が容易になることで、農薬の食

品中残留濃度の分析が容易になると考えられる。

現行の規定と国際標準で残留濃度に大きな差はなく、また、非可食部は可食部と比べて

農薬等が残留しやすい部分であることから、今回の分析部位の変更により規制が緩くなる

ことはない。

果実実測値（A) 可食部実測値（B) 非可食部実測値（C) 全果実計測値（D)

国際標準 現行
現行で除くこととし

ている箇所
B+C

ボスカリド
0.36±0.04
(0.32-0.42)

0.29±0.04
(0.26-0.37)

0.69±0.38
(0.39-1.49)

0.35±0.06
(0.29-0.44)

2.38 1.24 1.03 NS

フルベンジアミド
0.23±0.05
(0.14-0.28)

0.20±0.05
(0.12-0.28)

0.36±0.24
(0.18-0.87)

0.22±0.05
(0.13-0.29)

1.80 1.15 1.05 NS

フルフェノクスロン
0.16±0.07
(0.08-0.26)

0.15±0.06
(0.06-0.23)

0.29±0.19
(0.15-0.66)

0.17±0.07
(0.08-0.27)

1.93 1.07 0.94 NS

イミダクロプリド
0.16±0.11
(0.05-0.34)

0.14±0.10
(0.04-0.28)

0.22±0.11
(0.08-0.39)

0.15±0.10
(0.06-0.31)

1.57 1.14 1.07 NS

ピラクロストロビン
0.16±0.04
(0.12-0.23)

0.14±0.03
(0.10-0.20)

0.29±0.10
（0.20-0.47)

0.17±0.03
(0.13-0.23)

2.07 1.14 0.94 NS

シメコナゾール
0.13±0.06
(0.05-0.20)

0.11±0.06
(0.03-0.19)

0.25±0.09
(0.11-0.38)

0.14±0.06
(0.06-0.20)

2.27 1.18 0.93 NS

Kruskal-
Wallis
検定

残留濃度(mg/kg)

C/B A/B A/D
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食 品 検 体

西洋なし、日本なし、マルメロ及びりんご 果梗（かこう）を除去したもの


